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BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約 

ビッグローブ株式会社 

第1 章 総則 

第1 条（「BIGLOBE WiMAX」の提供） 

ビッグローブ株式会社（以下「当社」といいます。）は、UQコミュニケーションズ株式会社（以下「UQ」といいます。）の提供する卸電気通信役務

（その対象となる、UQ の提供する BWA アクセス回線ならびに KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社（併せて以下「KDDI 等」と

いいます。また、UQおよびKDDI等を併せて以下「UQ等」といいます。）の提供する5G回線およびLTE回線を併せて以下「基盤回線」とい

います。）を利用して、この特約に基づき、BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。本サービ

スには、「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスおよび「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスがあります。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブ

ページ上に掲示します。 

2  本サービスの提供には、この特約に定めるものを除き、当社の別途定める「BIGLOBE会員規約」、「BIGLOBE法人会員規約（BIGLOBEオフィ

スサービス）」、または「BIGLOBE 法人会員規約（料金制選択コース）」（以下、総称して「会員規約」といいます。）の規定が適用されます。この

特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。 

 

第2 条（この特約の変更） 

当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員（その意味は第 3 条第 2 項にて定めます。本条において以下同じ

です。）に通知することにより、この特約の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員から第

15 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものと

みなします。 

 

第3 条（用語の定義） 

会員規約において定義された用語の意味は、この特約においても同一の意味を有します。 

2  前項に定めるほか、この特約において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。 

(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 9 条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込

みを第10 条に基づき当社が承諾することにより成立します。 

(2) 「本サービス会員」とは、この特約に基づき当社との間で本サービス契約が成立している会員をいいます。 

(3) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。 

(4) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器を

いいます。 

(5) 「移動無線装置」とは、契約者端末のうち、本サービスを利用するために契約者端末のパーソナルコンピュータに装着または接続する必

要のあるアンテナおよび無線送受信装置であって、当社が別途定める『「BIGLOBE WiMAX」データ端末の販売特約』または『BIGLOBEサ

ービス「BIGLOBE WiMAX」対応データ端末機器の割賦販売特約』（以下「本販売特約」と総称します。）に基づき購入可能な機種をいいま

す。当社は、本サービスがかかる機種以外のアンテナおよび無線受信装置により利用できることを保証しません。 

(6) 「契約者回線」とは、本サービスの提供にあたり、UQ 等の運用する無線基地局設備と本サービス会員の保有する移動無線装置との間に

設定される電気通信回線をいいます。 

(7) 「料金等」とは、本サービス等の提供にかかわる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。 

(8) 「UIM カード」とは、契約者識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービス会員に貸与するものをい

います。 

(9) 「本サービス開始日」とは、前号に定める貸与のために当社が本サービス会員に配送したUIMカードがその本サービス会員に到着したこ

とを当社が認識した日をいいます。 

(10) 「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日

本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報（110 番・118 番・119 番）の電話サービス等

の基礎的電気通信役務をいいます。 

(11) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比

例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である社団法人電気通信事業者協会（以下「TCA」といいます。）を通じて、東日本電信電話株

式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および金額にて徴収する料

金をいいます。なお、本サービスにおいては、UIM カード毎に電話番号が割り振られており、その電話番号に対して、ユニバーサルサー

ビス料が発生します。 

(12) 「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき総務大臣から指定を受けた電話リレーサ

ービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス（以下「TRS」といいます。）が公共インフラとして提供するサービスをい

い、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に困難のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に困

難のある方と耳の聴こえる方の意思疎通を仲介するサービスです。 

(13) 「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した
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額を、電話リレーサービス支援機関である TCA を通じて、TRS に支払うために、当社が本サービス会員からこの特約に定める方法および

金額にて徴収する料金をいいます。 

(14) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同

一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）または同一の建物内であるものをいいます。 

(15) 「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 

(16) 「無線機器」とは、アンテナ設備および無線送受信装置を有する端末設備または自営電気通信設備であって、本サービス契約に基づい

て使用されるものをいいます。 

 

第2 章 本サービスの提供区域、提供時期および内容 

第4 条（本サービスの提供区域および提供時期） 

本サービスの提供にかかわる契約者回線の終端とすることができる場所は、当社の別途定める区域内とし、本サービス会員の使用する移動

無線装置がかかる区域内に在圏している場合に限り、本サービスによる通信を行うことができます。ただし、かかる区域内であっても、屋内、

地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、本サービスによる通信を行うことができない場合があります。 

2   当社は、本サービス開始日より、本サービス会員に対して本サービスを提供します。 

 

第5 条（本サービスの内容等） 

当社は、本サービスを、会員規約で定める BIGLOBE サービスに付帯するオプションサービスとして提供します。 

2 本サービスには、次の料金プランがあります。第9条に定める申し込みに際して選択することが可能な料金プランは、この特約の附則第1条

に定めるこの特約の実施日において、「ギガ放題プラス S」および「ギガ放題プラス」となります。（その他の料金プランは、第 30 条に定めると

おり、かかる実施日現在、受付が終了しています。）なお、従前の料金プランである「ギガ放題プラス（1年）」は、2022年7月1日より「ギガ放題

プラス」に名称を変更しました。 

(1)「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスにかかるもの 

料金プラン 内容 

ギガ放題プラス S ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

ギガ放題プラス ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランには、1 年間の 低利用期間があります。（詳細は第17 条で規定します。） 

(2)「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスにかかるもの 

料金プラン 内容 

Flat ツープラス ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 24 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス ギガ放題 ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 24 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス  

au スマホ割(2 年) 

・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 24 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス ギガ放題 

au スマホ割(2 年) 

・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 24 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス(3 年) ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 36 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス ギガ放題(3 年) ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 36 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス  

au スマホ割(3 年) 

・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 36 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス ギガ放題  

au スマホ割(3 年) 

・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 36 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

Flat ツープラス  

au スマホ割(4 年) 

・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランの契約期間は 48 カ月間です。（詳細は第17 条で規定します。） 

ギガ放題(1 年) ・別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 

・本料金プランには、1 年間の 低利用期間があります。（詳細は第17 条で規定します。） 

3 本サービス会員は、「BIGLOBE WiMAX」サービスの種類に応じて、次の通信モードを選択することができます。 

「BIGLOBE WiMAX」サ

ービスの種類 

通信モード 利用可能な通信 

BIGLOBE WiMAX +5G スタンダードモード 当社所定の Web サイトに掲載しているスタンダードモードにかかわる区

域における WiMAX 2+通信、5G 通信および LTE 通信 
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プラスエリアモード 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードにかかわる区

域における WiMAX 2+通信、5G 通信および LTE 通信 

BIGLOBE WiMAX 2+ ハイスピードモード WiMAX 2+通信 

ハイスピードプラスエリアモード WiMAX 2+通信および LTE 通信 

※スタンダードモードまたはプラスエリアモードにかかわる区域を定めた当社所定の Web サイトは以下の URL をご参照ください。 

https://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/5g/ 

4 本サービスは、 大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線等の状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、UQ な

どの運用する無線基地局設備から契約者回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。 

5 当社または UQ 等は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービ

ス会員間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。 

6 当社は、本サービス会員が本サービスの利用に用いる移動無線装置が窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により

取得されたと当社もしくは UQ 等が判断した場合、または、かかる移動無線装置の取得にかかわる代金債務（立替払等にかかわる債務を含

みます。）が履行されていないと当社が判断した場合は、その移動無線装置を用いての本サービスによる通信の利用を制限することがありま

す。 

7 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社および UQ 等は、かかる破損また

は滅失により本サービス会員に生じる損害等について、何ら責任を負いません。  

8 当社は、本サービスの提供に用いる電気通信設備（電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。）の修理また

は復旧等を行うにあたり、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより本サービス会員に損害が生じた場合に

おいて、かかる損害が当社の故意または重大な過失により生じたものでないときは、これを賠償する責任を負いません。 

9 当社は、本サービス会員の使用する移動無線装置に異常がある場合、その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合、本サービス会員

に対し、この移動無線装置が UQ の定める端末技術基準等に適合するか否かの検査（当社または UQ が行います。）を受けること（当社また

は UQ 等が指定する場所に移動無線装置を持ち込んでいただくことを含みます。）を要求でき、本サービス会員は、自らの費用負担にて、こ

の検査に応じます。かかる検査の結果、この移動無線装置がかかる端末技術基準等に適合していると認められなかったときは、本サービス

会員は、かかる移動無線装置による本サービスの利用を停止しなければなりません。また、当社は、本サービス会員がかかる検査を受けるこ

とを拒んだ場合、または、かかる利用の停止をしなかった場合は、本サービス会員による本サービスの利用を停止します。当社およびUQは、

かかる利用の停止により本サービス会員に生じた損害等について、何ら責任を負いません。 

10 本サービス会員の使用する移動無線装置について、電波法（昭和 25 年法律第 131 号。以下「電波法」といいます。）の規定に基づき、UQ 等

が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、本サービス会員は、自らの費用負担にて、この移動無線装置の使用を停止して、

無線設備規則（昭和25年電波管理委員会規則第18号）に適合するよう、その修理、交換等を行わなければなりません。当社は本サービス会

員に対し、この修理、交換等が完了した移動無線装置について、電波法の規定に基づく検査を受けること（当社または UQ 等が指定する場

所に移動無線装置を持ち込んでいただくことを含みます。）を要求することができ、本サービス会員は、自らの費用負担にて、かかる検査に

応じなければなりません。かかる検査の結果、この移動無線装置がこの無線設備規則に適合していると認められなかったときは、当社は、か

かる移動無線装置による本サービスの利用を停止します。当社は、かかる利用の停止により本サービス会員に生じた損害等について、何ら

責任を負いません。 

11 前項に規定する検査のほか、本サービス会員の使用する移動無線装置について電波法に基づく検査を受ける必要がある場合の取り扱いに

ついては、前項の規定を準用します。 

12 前 3 項に規定する場合のほか、当社は、本サービス会員の使用する移動無線装置について、基盤回線との接続の正常性を確認するための

試験を実施することが必要であると判断した場合、UQ の指定する機関が行う検査を受けるよう、本サービス会員に対して協議を申し入れるこ

とができます。かかる試験の結果、かかる機関がその正常性等を確認できないと判断した場合は、本サービス会員はその移動無線装置を使

用してはなりません。 

13 当社および UQ 等は、UQ の提供する卸電気通信役務にかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または UQ 等の電気通信設備の更改

等に伴い、本サービス会員の使用する移動無線装置（この移動無線装置を接続、装着等することにより一体的に使用される電子機器その他

の器具を含みます。）の改造、交換等を要することとなった場合であっても、その改造、交換等に要する費用については負担しません。 

14 本サービス会員には、本サービスの利用にあたり、電波法第56 条の規定に基づくほかの無線局等への混信その他の妨害を防止するため、

UQ 等の無線局の運用に協力していただくことがあります。 

15 本サービス会員は、契約者回線に無線機器（UQ および UQ の提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるものおよ

び契約者回線に接続することができるものであって、以下の各号の表示（以下「技適マーク」といいます。）等によりＵＱ等が端末設備等規則

に適合していることを確認できるものに限ります。以下、本条において同じとします。）を接続しようとするときは、当社所定の方法により当社

が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をすることを要します。 

(1) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（昭和56 年郵政省令第37 号） 様式第7 号または第14 号の表示 

(2) 端末機器の技術適合認定等に関する規則（平成16 年総務省令第15 号） 様式第7 号または第14 号の表示 

16 当社は、前項の請求があったときは、以下の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。 

(1) その接続に用いる無線機器が、無線設備規則に適合していない場合 

(2) その接続が端末設備等規則に適合しない場合 
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(3) その接続が電気通信事業法施行規則第31 条で定める場合に該当する場合 

17 当社は、第15項の請求の承諾に当たっては、次の各号に定める場合を除き、その接続に用いる無線機器が端末等設備規則に適合している

かどうかの検査を行います。 

(1) 技適マークにより端末設備等規則に適合していることが確認できる場合 

(2) 電気通信事業法施行規則第32 条第1 項で定める場合に該当する場合 

 

第6 条（削除） 

 

第3 章 契約 

第7 条（契約の単位等） 

1 の会員が締結できる本サービス契約の数は 1 本に限ります。 

2  1本の本サービス契約において本サービス会員が本サービスを利用するために使用することのできるUIMカード、移動無線装置の数はそれぞれ

1つまでとします。 

 

第8 条（本サービス契約の申し込み資格） 

本サービス契約の申し込みを行うことができるのは、次の各号のいずれかの者とします。 

(1) 「BIGLOBE 会員規約」に基づく会員： 

接続コースご利用の BIGLOBE 会員およびかかる BIGLOBE 会員が許可した家族会員サービス利用特約に基づく家族会員 

(2) 「BIGLOBE 法人会員規約（BIGLOBE オフィスサービス）」または「BIGLOBE 法人会員規約（料金制選択コース）」に基づく会員： 

上記規約に定める「アプリケーションサービス」コース以外のコースご利用の管理者および登録利用者（ただし、登録利用者は、管理者か

ら許可された者に限ります。また、かかる管理者および登録利用者による申し込みは、所属する、法人としての本サービス会員を代表し

て行ったものと扱います。） 

 

第9 条（契約申し込みの方法） 

申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、本サービス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事

項を申告のうえ、本サービス契約の申し込みを行っていただきます。 

 

第10 条（契約申し込みの承諾） 

本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。 

2  当社は、前条の申し込みを行った会員と当社との間に既に有効な本サービス契約が成立している場合は、第7条第1項の規定により、この申

し込みを承諾しません。また、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。

また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約の全てまたは

その一部を解除することができます。ただし、本項第2 号、第4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、

この期間内に是正されないときに、会員契約または本サービス契約を解除することができます。 

(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスにかかわる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある

と当社が判断した場合 

(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBEサービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBEサービス等の利用を

停止されていることが判明した場合 

(4) 申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合 

(5) 第28 条の規定に違反するおそれがある場合 

(6) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合 

3  前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用にかかわる一切の債務につき当然に期限の利

益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。 

 

第11 条（契約申込時の申告事項の変更） 

本サービス会員は、第9 条に基づく申込時に当社に申告した事項の内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知しな

ければなりません。本サービス会員がかかる通知を怠ったまたは遅延させたことにより何らかの不利益を被ったとしても、当社は、一切の責

任を負いません。 

 

第12 条（契約の解除等） 

当社は、本サービス会員が次のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。 

(1) 本サービス会員が会員契約を解除した場合 

(2) 本サービス会員が会員規約に基づき提供される BIGLOBE サービスにつき一時休止もしくは利用中止もしくは利用停止となった場合 
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(3) 本サービス会員が、コース変更等により第8 条所定の申込資格を喪失した場合 

2  前項に基づく解除前に本サービス契約に基づき発生した本サービス会員の一切の債務であって解除時に未履行のものは、履行されるまで

解除後においても消滅しません。 

3  本サービスの提供にあたり基盤回線を利用するための当社と UQ 等との間の契約が理由の如何を問わず終了した場合、本サービス契約は

当社と UQ 等間の契約の終了と同時に終了します。当社は、この終了に関して何らの責任も負うものではありません。 

 

第13 条（利用中止） 

当社は、次のいずれかの場合には、本サービス会員による本サービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社または UQ 等の無線基地局設備、電気通信設備もしくは電気通信回線の保守上または工事上やむを得ない場合 

(2) UQ 等が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合 

(3) 本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運用に支障を与える行為を自ら

行い、または第三者に行わせた場合 

2  当社は、前項の規定により本サービス会員による本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を当社の定める方法によりその本サ

ービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。 

3  当社は、第1 項による本サービスの利用の中止により本サービス会員等に損害等が生じても、何ら責任を負いません。 

 

第14 条（利用停止） 

当社は、この特約上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約によりBIGLOBEサービスが利用停止とな

った本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停止します。 

 

第15 条(本サービス会員による本サービス契約の解除) 

本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。かかる通知が行われた場

合、通知が行われた日が属する月の末日をもって、本サービス契約は解除により終了します。 

 

第16 条（料金プランの変更および契約移行） 

本サービス会員が料金プランの変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定の方法にて変更手続きを行っていただきます。なお、

料金プランの変更は、次の各号に定めるもののみ行うことができます。ただし、法人会員はプラン変更できません。 

(1) 「Flat ツープラス」から「Flat ツープラス ギガ放題」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(2) 「Flat ツープラス ギガ放題」から「ギガ放題(1 年)」への変更 

(3) 「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(4) 「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」から「ギガ放題(1 年)」への変更 

(5) 「Flat ツープラス(3 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(6) 「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」から「Flat ツープラス(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(7)  「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」から「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(8)  「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」から「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」または「ギガ放題(1 年)」への変更 

(9) 「Flat ツープラス au スマホ割(4 年)」から「ギガ放題(1 年)」への変更 

2   前項の場合、かかる料金プランにかかわる内容の変更は、本サービス会員がこの変更手続きを行った日が属する月の翌月初日から適用さ

れます。 

3   「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスの提供を受けている本サービス会員は、「BIGLOBE WiMAX +5G」サービス（「ギガ放題プラスS」または「ギガ

放題プラス」いずれかの料金プラン）へのサービス変更の申し込みを、また、「BIGLOBE WiMAX +5G」の「ギガ放題プラス」を選択している方

は、「ギガ放題プラス S」への料金プランの変更の申し込みを行うことができます（これら変更を併せて本条において「契約移行」といいます）。

かかる本サービス会員には、契約移行を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定の方法にて契約移行に必要な申し込みを行って

いただきます。当社がかかる申し込みを承諾した場合、契約移行にかかる契約がかかる本サービス会員と当社との間に成立します。（その契

約が成立した本サービス会員を以下「移行本サービス会員」といいます。）かかる承諾には、第 10 条第 2 項の規定にいう「本サービス契約の

申し込み」をかかる契約移行の申し込みに読み替えたうえで、かかる規定を準用します。移行本サービス会員は、「BIGLOBE WiMAX 2+」サ

ービスまたは「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスの利用期間にかかわらず、契約移行による「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスまたは

「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスの利用の終了を理由として、第17 条第5 項に定める契約解除料を支払うことを要しません。なお、法人会

員も契約移行の申し込みを行うことができます。 

4   移行本サービス会員については、契約移行に伴い、料金プランが従前のものから「ギガ放題プラス S」または「ギガ放題プラス」に変更されま

すが、かかる変更は、契約移行にかかる契約の成立後、移行本サービス会員に対して第22条第1項に基づき「BIGLOBE WiMAX +5G」サー

ビス用の UIM カードの引き渡しがあったことを当社が認識した月の翌月初日からかかる変更後の料金プランが適用されます。 

5   移行本サービス会員は、契約移行につき、別表2-1 に定める契約移行手数料を当社に支払うことを要します。 

 

第17 条（定期利用契約、 低利用期間） 
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本サービス契約は、「ギガ放題プラス S」、「ギガ放題プラス」または「ギガ放題(1 年)」を選択したものを除き定期利用契約となります。定期利用

契約は、本サービス会員が選択した料金プランまたは前条に基づき本サービス会員が変更した後の料金プランに応じて本条第 2 項に従い

定められる一定期間において本サービス会員が継続的に本サービスを利用することをその契約条件とします。 

2 定期利用契約における本サービスの利用期間は、次のとおりとします。 

(1) 第 9 条に定める本サービス契約の申込時に選択した料金プランにかかわる利用期間： 本サービス開始日から、その日が属する月の翌

月を起算月として第5 条第2 項の表中に定める期間が満了する日まで 

(2) 前条第1 項に従い変更された後の料金プランにかかわる利用期間： 前条第2 項に定める変更後の料金プランの適用開始日から第5 条

第 2 項の表中に定める期間が満了する日まで。ただし、「Flat ツープラス」と「Flat ツープラス ギガ放題」間の変更、「Flat ツープラス au

スマホ割(2 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」間の変更、「Flat ツープラス(3 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」

間の変更、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」と「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」間の変更を除く。 

3  本サービス会員は、前項の利用期間の満了と同時に本サービス契約を終了させるとき、または、他の料金プランに変更するときには、その満

了月中に、当社所定の方法にて解約または料金プラン変更の手続きを行っていただきます。 

4 本サービス会員が前項の満了月中に前項の手続きを行わなかった場合は、その満了月の翌月初日に「ギガ放題(1 年)」に自動的にプラン変

更されます。プラン変更後の 低利用期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して第 5 条第 2 項の表中に定める期間と

なります。 

5  本サービス会員は、定期利用契約の満了月以外に定期利用契約の解除手続きを行った場合、または、その本サービス会員が第12条第1項

各号のいずれかに該当したために当社が第12 条に従い定期利用契約の満了月以外に本サービス契約を解除した場合、別表の 2-3 に記載

する契約解除料を、その解除時に当社に支払うことを要します。ただし、本サービス会員が第16条第1項に定める料金プランの変更(「ギガ放

題(1 年)」への変更は除きます)を行った場合、変更前または更新前の料金プランにかかわる定期利用契約が解除となりますが、この場合、そ

の解除の時期が定期利用契約の満了月以外であっても、変更前または更新前の料金プランにかかわる契約解除料の支払いを要しません。 

6 「ギガ放題(1 年)」には 低利用期間があります。 低利用期間は、「ギガ放題(1 年)」の利用が可能となった日（以下「利用開始日」といいま

す。）から利用開始日が属する月の翌月を起算月とする 12 カ月間の期間が満了する日までとします。ただし、第16 条第1 項に基づき他の料

金プランから「ギガ放題(1 年)」への変更手続きを行った本サービス会員の 低利用期間は、利用開始日から利用開始日が属する月を起算月

とする 12 カ月間の期間が満了する日までとします。「ギガ放題(1 年)」を選択した本サービス会員は、当社が別途定める方法に従い当社に通

知することにより、「ギガ放題(1年)」を解約することができますが、かかる 低利用期間中に、かかる解約があった場合または「ギガ放題(1年)」

にかかる本サービス契約が解約または解除された場合は、別表2-3 所定の契約解除料を当社に支払わなければなりません。 

7 2022 年6 月30 日までに「ギガ放題プラス(1 年)」（なお、2022 年7 月1 日より「ギガ放題プラス」に名称を変更しました。）を選択してその申し込

みが行われた本サービス契約については、その「ギガ放題プラス(1 年)」に 低利用期間があります。 低利用期間は、その「ギガ放題プラス

（1 年）」の利用が可能となった日（以下「利用開始日」といいます。）から利用開始日が属する月の翌月を起算月とする 12 カ月間の期間が満了

する日までとします。かかる本サービス契約が成立している本サービス会員は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、そ

の「ギガ放題プラス（1 年）」を解約することができますが、かかる 低利用期間中に、かかる解約があった場合またはその「ギガ放題プラス（1

年）」にかかる本サービス契約が解約または解除された場合は、別表2-3 所定の契約解除料を当社に支払わなければなりません。 

 

第4 章 料金等 

第18 条（料金等） 

料金等の体系は、次のとおりとします。 

(1) 初期費用 

(2) 月額費用 

(3) その他の料金 

2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に定めるとおりとします。 

 

第19 条（初期費用） 

本サービス会員は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。 

 

第20 条（月額費用） 

本サービス会員は、本サービス開始日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月

の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。ただし、別表2-2に定めるグローバルIPアドレス

オプション料のみ、本サービス開始日が属する月についても支払うことを要します。 

2  当社は、この特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払い対象月とされている各

月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月にかかわる本サービスの月額費用を本サービス会員に請求します。 

3  本サービス会員が、当社が本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をし

た場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。 

4  第13 条の規定により本サービスの利用中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。 

5  第14 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。 
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第5 章 雑則 

第21 条（責任の制限） 

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用でき

ない状態（本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。）に

あることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる本サービス会員から

の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第 2 項から第 4 項の規定が適用され

ます。 

2  前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用でき

ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（1 日の倍数である場合に限ります。）に対応する本サービスの料金

等（対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前6料金月の1日あたりの対象となるサービスの平

均料金（前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額）により算出します。）に、これに対応

する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1 日あたりの対象となるサービスの平均料金の 30 日分相当額に、これに

対応する消費税等相当額を加算した額以下とします。 

3  本条第1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

4  当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領す

る損害賠償額を本サービスが利用できなかった本サービス会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、本サービス会員に現実に発生

した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。 

 

第22 条（UIM カードの貸与） 

本サービスの利用には、当社から UIM カードの貸与を受けることが必要となります。（貸与する UIM カードの種類は、提供を受けるサービス

が「BIGLOBE WiMAX +5G」ギガ放題プラスS、「BIGLOBE WiMAX +5G」ギガ放題プラスまたは「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスであるか

によって異なります。）当社は、かかる貸与のため、本サービス契約成立後当社所定の期間内に、本サービス会員が第 9 条に定める申込時

に当社に申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して配送します。また、当社は、契約移行にかかる契約の成立後当社

所定の期間内に、移行本サービス会員が第 9 条に定める申込時に当社に申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して

「BIGLOBE WiMAX +5G」サービス用の UIM カードを配送します。 

2   UIM カードについては、その使用権のみが本サービス会員に許諾され、その所有権は当社または当社に貸与する第三者が保有します。 

3   本サービス会員は、UIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。 

4  本サービス会員によるUIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、本サービス会員が負担し、当社は一

切責任を負いません。また、第三者による UIM カードの使用により生じた料金等については、本サービス会員が負担するものとしま

す。 

5   本サービス会員は、UIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社に別表 2-3 に定める UIM カード再発行手数料を支払うことを要し

ます。 

6   UIM カードの修理の受付、紛失した場合の再発行その他保守は、KDDI 等またはその委託先（併せて以下「UIM カード保証履行者」といいま

す。）が行います。本サービス会員は、前項で定める UIM カード再発行手数料を UIM カード保証履行者へ支払うものとします。 

7   本サービス契約が解除その他により終了した場合、当社は UIM カードの返還または廃棄のいずれかを本サービス会員に要求することがで

き、本サービス会員は、かかる要求に応じなければなりません。当社は、移行本サービス会員が第1 項に基づき「BIGLOBE WiMAX +5G」サ

ービス用の UIM カードの配送を受けたことを認識した場合、従前に当社が移行本サービス会員に貸与した「BIGLOBE WiMAX 2+」サービス

用の UIM カードの返還または廃棄のいずれかを移行本サービス会員に要求することができ、移行本サービス会員は、かかる要求に応じな

ければなりません。いずれの場合も、返還または廃棄の方法は当社が別途指定するものとします。 

8   前項に従い当社からUIMカードの返還の要求を受けた場合、本サービス会員または移行本サービス会員は、UIMカードを返還するに際し、

UIM カードに含まれるプログラム、データ等を、その本サービス会員または移行本サービス会員の責任において消去したうえで、当社所定

の方法により、速やかに当社に返還しなければなりません。この場合において、消去を行わないまま当社に返還された場合、当社は、当該

プログラム、データ等の漏洩等につき、一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できます。また、本サービス会

員または移行本サービス会員がUIMカードとともに、UIMカード以外の物品等を当社に送付したときは、当社は、当該物品等を受領してから

60 日が経過した後、当該物品等を廃棄することができます。本サービス会員または移行本サービス会員は、かかる処分または廃棄に対して

異議を述べることは一切できません。なお、当社は、本サービス会員または移行本サービス会員の物品等の保管義務を負うものではありま

せん。 

 

第23 条（無保証） 

当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、お

よび通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。 

 

第24 条（会員情報等の取り扱い） 
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本サービス会員には、当社が、その本サービス会員による本サービス契約の申し込みに際して入力または申告した第9 条所定の事項（以下

「会員情報」といいます。）を次の各号に定める範囲において、利用することに同意していただきます。 

(1) 本サービスを提供すること。 

(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれら

に関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等（サンプル・試供品の配送その他の提供を含みま

す。）を行い、または電話をすること。 

(3) 前 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対し

て会員情報の取り扱いについて委託すること。 

(4) UIMカード保証履行者において、第22条6項に定める保守を要求する者が本サービス会員であることの本人確認を行うことを可能とする

ため、本サービス会員の氏名、生年月日、住所等をあらかじめ UQ および UIM カード保証履行者等に提供しておくこと。 

(5) 本サービス会員が、UQ 等が実施する割引の適用資格を有することを UQ 等が確認する目的のために、UQ 等に前号の情報を提供する

こと。 

 

第25 条（削除） 

 

第26 条（本サービスの変更または廃止） 

当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2 条の規定を準用します。 

2  当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害等が生じたとしても、何ら責任を負

いません。 

 

第27 条（契約者端末および UIM カードの取り扱い） 

本サービス会員は、自己の費用と責任において、契約者端末（移動無線装置を含みます。）を取得および設置し、かつ、UIM カードを設置す

るとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末および UIM カードを正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。 

2  本サービス会員は、移動無線装置を分解もしくは損壊し、または移動無線装置に線条その他の導体を連絡してはなりません。ただし、天災、

事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または本サービスの利用のための移動無線装置の接続もしくは保守のために必要が

あるときは、この限りでありません。 

3  本サービス会員は、移動無線装置が位置情報（その本サービス会員の使用する移動無線装置の所在にかかわる緯度および経度の情報をい

います。）を取得することができる機能を有する場合、自己のプライバシーが侵害される事態が発生しないように自己の責任において必要な

措置を講じなければなりません。 

4   当社は、本サービス会員が第 2 項の規定を履行しなかったため、もしくは、契約者端末の選択を誤ったため、または、契約者端末の故障そ

の他不具合等のため、本サービス会員が本サービスを正常にまたは全く利用できなかったとしても、何ら責任を負いません。 

 

第28 条（無線事業における利用の禁止） 

本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業（電気通信事業法施行規則に定める公衆無線

LAN アクセスサービス、携帯電話または PHS にかかわる電気通信事業をいいます。以下同じとします。）の用に供してはなりません。 

 

第29 条（電気通信事業者への通知） 

 本サービス会員は、本サービス契約が解除または解約された後、現に料金等その他の債務の支払いがない場合は、不払者情報交換制度

に参加する電気通信事業者（当社が別途定めます。）からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払い状況等の情報（本

サービス会員を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別途定めるものに限ります。）を当社が通知す

ることに、あらかじめ同意するものとします。 

 

第30 条（新規申し込みの受付終了） 

「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス auスマホ割(2年)」および「Flat ツープラス auスマホ割(4年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付

は、2017年5月31日をもって終了し、当社は、2017年6月1日以降の「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス auスマホ割(2年)」および「Flat ツ

ープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は一切いたしません。 

「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年2 月28 日

をもって終了し、当社は、2019 年 3 月 1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3

年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。 

「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」

の新規申し込みの受付は、2019 年 9 月 30 日をもって終了し、当社は、2019 年 10 月 1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2

年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は一切いたしませ

ん。  

「ギガ放題(1 年)」の新規申し込みの受付は、2022 年3 月31 日をもって終了し、当社は 2022 年4 月1 日以降の「ギガ放題(1 年)」の新規申し
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込みの受付は一切いたしません。 

 

附 則 

第1 条   この特約は、2024 年1 月1 日から改定し実施します。 
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別表 

BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」の料金表 

1．適用 

この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の

料率に基づき計算します。 

 

2. 料金額 

2-1 初期費用 

申込手数料 3,300 円 

契約移行手数料 3,300 円 

2-2 月額費用 

ギガ放題プラス S の月額利用料 4,708 円/月 

ギガ放題プラスの月額利用料 4,708 円/月 

Flat ツープラスの月額利用料  4,394.5 円/月 

Flat ツープラス ギガ放題の月額利用料  5,148 円/月 

ギガ放題(1 年)の月額利用料 4,158 円/月 

プラスエリアオプション料*1 1,100 円/月 

ハイスピードプラスエリアオプション料 0 円/月 

グローバル IP アドレスオプション料*2 105.6 円/月 

ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 当社のホームページに規定する料金額*3 

備考 

*1：本サービスを当社所定のプラスエリアモードにより全く利用しなかった月はかかりません。 

*2：本サービスを全く利用しなかった月はかかりません。なお、2015 年 5 月ご利用分まで無料で利用できます。

「BIGLOBE WiMAX 2+」の契約者回線に限り提供します。 

*3：ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の料金については、以下の URL をご参照ください。 

https://join.biglobe.ne.jp/universal/ 

2-3 その他の料金 

契約解除料（契約解除年に応じて以下のとおり） 

(1)「BIGLOBE WiMAX +5G」サービスにかかるもの  

 ギガ放題プラス（1 年）（ギガ放題プラスの旧名称）の契約解除料*1 1,100 円 

(2)「BIGLOBE WiMAX 2+」サービスにかかるもの  

 当社が本サービスの申し込みの受付の際に、契約解除料に関し

て特に定める場合（ギガ放題(1 年)の場合を除く） 

1 年目：20,900 円 

2 年目：15,400 円 

 上記以外の場合（ギガ放題(1 年)の場合を除く） 10,450 円 

ギガ放題(1 年)の契約解除料 1,100 円 

UIM カード再発行手数料 2,200 円/回 

備考 

*1：2022 年7 月1 日以降にお申し込みの場合はかかりません。 

 

 

以上 

 


